
　

平
田
町
の
配
水
管
移

設
工
事
に
伴
い
、
左
図
の

対
象
区
域
で
水
道
水
を

送
る
ル
ー
ト
の
変
更
作

業
を
行
い
ま
す
。
こ
の
作

業
に
よ
り
濁
っ
た
水
が

出
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

作
業
期
間 

11
月
下
旬
〜

平
成
30
年
１
月
下
旬
の

う
ち
３
日
程
度
。
作
業
時

間
は
24
〜
翌
５
時

実
施
日
の
お
知
ら
せ 

事

前
に
回
覧
板
な
ど
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
ま
た
、

実
施
日
前
日
に
は
、
防
災

行
政
無
線
と
広
報
車
で

放
送
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

当
日
の
お
願
い 

切
り
替

え
作
業
の
時
間
帯
は
、
く

み
置
き
す
る
な
ど
し
て
、

で
き
る
限
り
水
の
使
用

を
控
え
て
く
だ
さ
い
。

水道水を送るルートの変更作業をします上水道管の更新工事を行います

問㈽水道管路管理センター☎︎989-8475・ 965-1217問㈽建設整備課☎︎998-9835・ 932-3326

凡　例
工事区間
迂回路

枝松交差点

新池

古池
松山城東病院

松山東雲
女子大学桑原保育園

フジ

青果店

県営三町団地

イヨテツ
スポーツセンター

NTT社宅

経石山公園
板野歯科医院

キスケ PAO

長円寺

ローソン

畑寺公園
コ
ー
プ
え
ひ
め

畑寺交差点

334

40

モスバーガー

松
山
環
状
線
東
部

　上水道管の老朽化のため、耐震管への更新工事を行います。工事期間
中は通行止めになるなど大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。
工事場所  桑原四～七丁目、畑寺二、三丁目（下図参照）
工事予定期間  12月～平成30年４月。９～16時（予定時間）
※一部夜間施工あり
通行規制  工事施工時間帯は全面通行止め
お願い  工事による全面通行止めの時間帯は、下図の迂

う

回
かい

路
ろ

をご利用くだ
さい。歩行者、自転車は通行できます。

知
っ
て
い
ま
す
か
？
　
国
民
年
金 

ど
ん
な
種
類
がある

の
？

　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る

人
を
「
被
保
険
者
」
と
い
い
、

加
入
し
て
い
る
年
金
の
種
類
に

よ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る
方
法

が
違
い
ま
す
。

第
１
号
被
保
険
者

　
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
人
で
、
第
２
号
被
保
険

者
・
第
３
号
被
保
険
者
以
外
の

人
（
例
：
自
営
業
や
農
業
に
従

事
し
て
い
る
人
、
学
生
な
ど
）

※
保
険
料
は
自
分
で
納
付

任
意
加
入
被
保
険
者

　
国
内
に
住
む
60
歳
以
上
65
歳

未
満
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

て
い
な
い
人
や
、海
外
に
住
む
20

歳
以
上
65
歳
未
満
の
日
本
人
ら

※
保
険
料
は
自
分
で
納
付

第
２
号
被
保
険
者

　
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加

入
者

※
保
険
料
は
給
料
天
引
き

第
３
号
被
保
険
者

　
第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
配
偶
者

※
保
険
料
は
配
偶
者
が
加
入
し

て
い
る
年
金
制
度
が
負
担
（
自

分
で
納
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
）

い
く
ら
納
め
る
の
？

平
成
29
年
度
保
険
料

月
額
１
万
６
４
９
０
円

【
納
付
方
法
】

①
納
付
書
で
全
国
の
金
融
機

関
、
コ
ン
ビ
ニ
で
納
付

②
口
座
振
替

③
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付

④
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
納
付

ど
ん
な
人
が

も
ら
え
る
の
？

　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る

人
は
次
の
よ
う
な
給
付
が
あ
り

ま
す
。

■
老
齢
基
礎
年
金

　
保
険
料
を
納
め
た
期
間
や
免

除
さ
れ
た
期
間
が
10
年
以
上
あ

る
人
が
、
原
則
と
し
て
65
歳
か

ら
受
け
ら
れ
ま
す
。

■
障
害
基
礎
年
金

　
病
気
や
け
が
に
よ
っ
て
障
が

い
が
残
っ
た
と
き
に
受
け
ら
れ

ま
す
。（
一
定
要
件
あ
り
）

■
遺
族
基
礎
年
金

　
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
た

人
が
死
亡
し
た
と
き
に
、
18
歳

未
満
の
子
が
い
る
場
合
な
ど
に

配
偶
者
ま
た
は
子
が
受
け
ら
れ

ま
す
。（
一
定
要
件
あ
り
）

年
金
を
増
や
し
た
い
！

　
老
齢
基
礎
年
金
を
ま
だ
受
け

取
っ
て
い
な
い
人
は
、
老
齢
基

礎
年
金
を
増
や
す
た
め
に
次
の

方
法
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も

申
請
が
必
要
で
す
。

■
付
加
年
金

　
定
額
保
険
料
に
加
え
て
月
額

４
０
０
円
を
納
め
る
と
、
受
け

取
る
額
が
増
え
ま
す
。

※
国
民
年
金
基
金
未
加
入
者
の
み

■
追
納

　
過
去
10
年
以
内
に
免
除
ま
た

は
猶
予
の
期
間
が
あ
る
人
は
、

　
国
民
年
金
は
、
高
齢
に
な
っ
た
と
き
や
、
病
気
・
け
が
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
、
家
計
を
支
え

て
い
た
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
に
所
得
を
保
障
し
、
安
定
し
た
生
活
を
み
ん
な
で
支
え
合
う
た

め
の
制
度
で
す
。
日
本
に
住
所
が
あ
る
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
加
入
者
以
外
で
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
人
は
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

11
月
30
日
は「
年
金
の
日
」

い
い
　
　 

み
ら
い

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付（
追
納
）す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
60
歳
か
ら
の
任
意
加
入

　
60
歳
以
上
で
未
納
な
ど
の
た

め
満
額
の
年
金
を
受
け
ら
れ
な

い
人
は
、
65
歳
ま
で
で
あ
れ
ば

任
意
で
年
金
に
加
入
し
、
保
険

料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
受
給
資
格
期
間
の
足
り

な
い
人
は
、
最
長
70
歳
に
な
る

ま
で
加
入
で
き
ま
す
）

■
後
納（
平
成
30
年
９
月
ま
で
）

　
過
去
５
年
以
内
に
未
納
期
間

や
未
加
入
期
間
が
あ
る
人
は
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
（
後
納
）

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
後
納

に
よ
り
受
給
資
格
期
間
を
満
た

す
と
年
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
65
歳
以
上
で
す
で
に
受
給
資
格

が
あ
る
人
は
後
納
で
き
ま
せ
ん

問
国
保
・
年
金
課
☎
948
６
３
５
６
・
934
２
６
３
１
、
松
山
東

年
金
事
務
所
☎
946
２
１
４
６
・
933
１
３
１
９
、
松
山
西
年
金

事
務
所
☎
925
５
１
０
５
・
923
４
６
１
９

納
付
が
困
難
な
場
合
は
？

　
経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
人
（
第
１
号
被

保
険
者
）
の
た
め
に
、
次
の
制

度
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
窓

口
で
申
請
が
必
要
で
す
。（
申

請
に
あ
た
り
、
所
得
の
申
告
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
）

■
申
請
免
除

　
前
年
所
得
に
応
じ
て
全
額
・

４
分
の
３
・
半
額
・
４
分
の
１

免
除
＝
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯

主
の
前
年
所
得
を
審
査

■
納
付
猶
予

　
50
歳
未
満
の
人
の
納
付
猶
予

＝
本
人
・
配
偶
者
の
前
年
所
得

を
審
査

■
学
生
納
付
特
例

　
学
生
の
納
付
猶
予
＝
本
人
の

前
年
所
得
を
審
査

□
失
業
特
例

　
退
職
や
失
業
し
た
人
は
離
職

票
の
コ
ピ
ー
な
ど
を
添
付
す
る

と
本
人
の
前
年
所
得
を
除
外
し

て
審
査
で
き
ま
す
。

社会保険料控除証明書が届きます
　国民年金保険料は全額が社会保険料控除の
対象となります。社会保険料控除証明書は年
末調整や確定申告に必要となるため、大切に
保管してください。

11月に送付される人
　１月１日から９月30日までの間に保険料を
納めた人

平成30年２月に送付される人
　10月１日から12月31日までの間に今年初
めて国民年金保険料を納めた人

控除証明書に関する問い合わせ
　☎︎0570-003-004、IP電話・PHSからは☎︎
03-6630-2525へ
※上記電話番号は11月１日より利用できます

平田町

谷町

東長戸

吉藤

西長戸

志津川町

安城寺町

内宮中学校

消防署
城北支署

松山聾学校

鴨川中学校

潮見小学校

潮見団地

潮見保育園

内宮町

馬木町

高木町

福角町

問屋町

鴨川

凡　例
切替対象
地域

調整区切替対象区域図

迂回路図
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